
介護予防・日常生活支援総合事業の
算　定　構　造　の　イ　メ　ー　ジ

（案）

　本資料は、市町村等におけるシステム改修作業の円滑な
実施を支援する観点から、これまで行われた介護給付費分
科会の議論等を踏まえ、事務的に整理している現時点版と
して、介護給付の算定構造のイメージを作成したものであ
る。
　具体的な内容については、決定されたものでなく、見直し
の可能性があり得るものであることを御了知頂きますようよ
ろしくお願いいたします。

資料１５現時点での案



　

　１　　訪問型サービス費（独自）

　２　　訪問型サービス費（独自／定率）

　３　　訪問型サービス費（独自／定額）

　４　　通所型サービス費（独自）

　５　　通所型サービス費（独自／定率）

　６　　通所型サービス費（独自／定額）

　７　　その他生活支援サービス費（配食／定率）

　８　　その他生活支援サービス費（配食／定額）

　９　　その他生活支援サービス費（見守り／定率）

　１０　その他生活支援サービス費（見守り／定額）

　１１　その他生活支援サービス費（その他／定率）

　１２　その他生活支援サービス費（その他／定額）

　１３　介護予防ケアマネジメント費

介護予防・日常生活支援総合事業の
　算　定　構　造



1　訪問型サービス費（独自）

注 注 注 注 注 注
高齢者虐待防止措
置未実施減算

業務継続計画未策
定減算

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合

特別地域加算 中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

イ　１週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき）

ロ　１月当たりの回数を定める場合（１回につき）

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）
　　（１月につき　＋100単位）

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）
　　（１月につき　＋200単位）

（一）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）
　　（１月につき　＋所定単位×２２１／１０００）

（二）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）
　　（１月につき　＋所定単位×２０８／１０００）

（三）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）
　　（１月につき　＋所定単位×２００／１０００）

（四）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）
　　（１月につき　＋所定単位×１８７／１０００）

（五）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）
　　（１月につき　＋所定単位×１８４／１０００）

（六）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）
　　（１月につき　＋所定単位×１６３／１０００）

（七）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）
　　（１月につき　＋所定単位×１６３／１０００）

（八）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）
　　（１月につき　＋所定単位×１５８／１０００）

（九）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）
　　（１月につき　＋所定単位×１４２／１０００）

（十）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（10）
　　（１月につき　＋所定単位×１３９／１０００）

（十一）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（11）
　　（１月につき　＋所定単位×１２１／１０００）

（十二）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（12）
　　（１月につき　＋所定単位×１１８／１０００）

（十三）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（13）
　　（１月につき　＋所定単位×１００／１０００）

（十四）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（14）
　　（１月につき　＋所定単位×７６／１０００）

　

　

※　単位数については、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定する。

２　訪問型サービス費（独自／定率）
　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

３　訪問型サービス費（独自／定額）
　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

+１５／１００

　：　支給限度額管理の対象の算定項目

  :  「特別地域加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「介護職員処遇改善加算」、
　「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

　　 「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、
    当該減算前の単位数を算入

ニ　生活機能向上連携加算

－１／１００

※　業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。

（３）　１週に２回を超える程度の場合

（２）　生活援助が中心である場合
　（二）　所要時間45分以上の場合

（１）　標準的な内容の訪問型サービ
ス
　　である場合

（２）　生活援助が中心である場合
　（一）　所要時間20分以上
　　　　45分未満の場合

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

（１）　１週に１回程度の場合

×９０／１００

正当な理由なく事
業所と同一の建物
に居住する利用者
の割合が100分の
90以上の場合（事
業所と同一の建物
の利用者50人以

上にサービスを行う
場合を除く）
×８８／１００

+１０／１００

（２）　１週に２回程度の場合

+５／１００

（３）　短時間の身体介護が中心で
　　ある場合

※　ロについては、１月につき、イ(3)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定す
る。

　　　　２２０単位

（５）　介護職員等処遇
改善加算（Ⅴ）

ヘ　介護職員
処遇改善加
算

基本部分

　　１，１４８単位

　　２，２９６単位

　　３，６４５単位

　　　　２８７単位

　　　　１７９単位

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×２４５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×２２４／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×１８２／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　（1月につき　＋所定単位×１４５／１０００）

注
所定単位は、イから
ホまでにより算定し
た単位数の合計

　　　　１６３単位

ハ　初回加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　＋200単位）

ホ　口腔連携強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋５０単位（１月に１回を限度））

－１／１００

[脚注]
１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数 ＋ ○○単位
－○○単位 ⇒ 所定単位数 － ○○単位
×○○／１００ ⇒ 所定単位数 × ○○／１００
＋○○／１００ ⇒ 所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００
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４　通所型サービス費（独自）

注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える
場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

高齢者虐待防止
措置未実施減算

業務継続計画未
策定減算

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に通
所型サービスを行
う場合

事業所が送迎を
行わない場合

（1月につき　100単位を加算）

（1月につき　240単位を加算）

（１月につき　50単位を加算）

（1月につき　200単位を加算）

（１）口腔機能向上加算　（Ⅰ） （１月につき　150単位を加算）

（２）口腔機能向上加算　（Ⅱ） （１月につき　160単位を加算）

（１月につき　480単位を加算）

事業対象者・要支援１
　（１月につき　88単位を加算）

事業対象者・要支援２
　（１月につき　176単位を加算）

事業対象者・要支援１
　（１月につき　72単位を加算）

事業対象者・要支援２
　（１月につき　144単位を加算）

事業対象者・要支援１
　（１月につき　24単位を加算）

事業対象者・要支援２
　（１月につき　48単位を加算）

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ） （１月につき  +100単位（３月に１回を限度））

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）
（１月につき　200単位を加算）
※運動器機能向上加算を算定している場合は、１月につき＋100単
位

（１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） （１回につき　20単位を加算）（６月に１回を限度）

（２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） （１回につき　5単位を加算）（６月に１回を限度）

（１月につき　40単位を加算）

（一）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）
　　（１月につき　＋所定単位×８１／１０００）

（二）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）
　　（１月につき　＋所定単位×７６／１０００）

（三）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）
　　（１月につき　＋所定単位×７９／１０００）

（四）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）
　　（１月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（五）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）
　　（１月につき　＋所定単位×６５／１０００）

（六）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）
　　（１月につき　＋所定単位×６３／１０００）

（七）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）
　　（１月につき　＋所定単位×５６／１０００）

（八）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）
　　（１月につき　＋所定単位×６９／１０００）

（九）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）
　　（１月につき　＋所定単位×５４／１０００）

（十）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（10）
　　（１月につき　＋所定単位×４５／１０００）

（十一）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（11）
　　（１月につき　＋所定単位×５３／１０００）

（十二）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（12）
　　（１月につき　＋所定単位×４３／１０００）

（十三）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（13）
　　（１月につき　＋所定単位×４４／１０００）

（十四）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（14）
　　（１月につき　＋所定単位×３３／１０００）

　：　支給限度額管理の対象の算定

※　事業所が送迎を行わない場合については、イ（１）を算定している場合は、１月につき376単位の範囲内で、イ（２）を算定している場合は１月につき752単位の範囲内で減算する。

※　単位数については、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定する。

５　通所型サービス費（独自／定率）
　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

６　通所型サービス費（独自／定額）
　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

（２）事業対象者・要支援２
　（1月につき　３，６２１単位）

ロ　１月当たりの回数を定める場合（１回につき）

イ　１週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき）

-７５２単位
（１月につき）

基本部分

注

（１）事業対象者・要支援１
　（1月につき　１，７９８単位）

リ　サービス提供
  体制強化加算

-３７６単位
（１月につき）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

ト　口腔機能向上加算

×７０／１００ ×７０／１００

（２）事業対象者・要支援２
　（1回につき　４４７単位）
　※１月の中で全部で８回までのサービスを
　　行った場合

ル　口腔・栄養
　スクリーニング加算

（１）事業対象者・要支援１
　（1回につき　４３６単位）
　※１月の中で全部で４回までのサービスを
　　行った場合

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

（５）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

ワ　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×９２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×９０／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×８０／１０００）

+５／１００－１／１００

チ　一体的サービス提供加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　（1月につき　＋所定単位×６４／１０００）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

　

　： 　「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス
　　　提供加算」 、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ
　　　等支援加算」は、 支給限度額管理の対象外の算定項目

ヲ　科学的介護推進体制加算

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

ハ　生活機能向上グループ活動加算

ヘ　栄養改善加算

ホ　栄養アセスメント加算

ニ　若年性認知症利用者受入加算

-９４単位
（１回につき）

-47単位
（片道につき）

ヌ　生活機能向上
　連携加算

注
所定単位は、イ
からヲまでにより
算定した単位
数の合計

－１／１００
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７　　その他の生活支援サービス費（配食／定率）
　　　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

８　その他の生活支援サービス費（配食／定額）
　　　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

９　その他の生活支援サービス費（見守り／定率）
　　　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

１０　その他の生活支援サービス費（見守り／定額）
　　　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

１１　その他の生活支援サービス費（その他／定率）
　　　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

１２　その他の生活支援サービス費（その他／定額）
　　　　　算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援１・２とする。

１３　介護予防ケアマネジメント費
　　　　　対象者は、事業対象者・要支援１・２・要介護１・２・３・４・５とする。

注 注
高齢者虐待防止措
置未実施減算

業務継続計画未策定
減算

※　単位数については、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定する。

※　業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。

　　　（１月につき　＋３００単位）

ハ　委託連携加算

（＋３００単位）

基本部分

イ　介護予防ケアマネジメント費（1月につき）
　（４４２単位）

ロ　初回加算

ー１／１００ ー１／１００
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